
年末ローン残高に応じて一定額が所得税から差し引
かれます。控除期間は10年。2012 年までに入居した
人は最大 300 万円の控除が受けられます。所得税
から控除しきれない額は住民税からも控除可能です。

住宅ローン控除

■ 家を買う＆買った後にかかる税金

払った税金が戻ってくる

■ 今月の金利をcheck！ 2012年5月適用分（5月1日現在）

■ トクできる！税金の特例

2012年 300万円（400万円）

● 住宅ローン控除の概要

入居年 ローン残高の上限 最高控除額控除期間 控除率

3000万円
（4000万円）

2013年 200万円（300万円）

1％

2000万円
（3000万円）

10年間

● 住民税からの控除について
住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額を、
住民税から控除する。（所得税の課税総所得金額等の額の5％、
9万7500円が上限）

● 住宅ローン控除を受けるための主な条件

①住宅を取得した日から6カ月以内に入居し、引き続き居住してい
ること②控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下③入居
した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例
(3000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと

（店…店頭金利〈基準金利〉、A、B…引き下げ後金利）
次回の金利更新は、6／12を予定しています

印紙税 売買契約や請負契約、金銭消費貸借契約(ローン契約)の際に必要。2013年 
3月31日までの1000万円超の売買契約と請負契約は軽減される

登録免許税
所有権や抵当権を登記する際にかかる。所有権は土地・建物ごとに登記が必
要だ。登記簿上の床面積50㎡以上などの条件を満たせば軽減が受けられる

不動産取得税 買ったときに課税される。取得後、自治体から納付書が送られてくる。床面
積（共用部分の持ち分面積を含む）50㎡以上などの条件で軽減される

固定資産税・
都市計画税

住まいの
税金

家を買うときには各種の税金がかかり、一定の条件を満たすと軽減が受けられます。
入居後に税金が戻ったり、親からの援助で贈与税がかからなくなるおトクな特例も忘れずに。

20歳以上の人が親や祖父母から
住宅取得資金の贈与を受けた場
合、一定額の贈与税が非課税に
なる特例。2012年に贈与を受け
た場合の非課税枠は1000万円

（省エネ性または耐震性の高い住
宅は1500万円）

贈与税の特例

親からの援助に使える

20歳以上の子が65歳以上の親から贈与
を受ける場合、2500万円まで贈与税がか
からず、相続時に相続税で精算できる相
続時精算課税制度が利用できます。2014
年12月末までの住宅取得資金の贈与な
ら親の年齢制限が問われない特例があり、
左で述べた非課税枠と併用も可能です。

相続時精算課税制度

ワイドな非課税枠がうれしい ● 相続時精算課税制度を利用するための主な条件
① 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
② 制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母ごとにでき、届け出ると相続時

まで継続して適用される
③ 制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除

は適用されない

● 住宅取得資金の
　 非課税特例を受ける
　 ための主な条件

① 2014年12月31日までの、親
または祖父母などからの自宅
用の家屋の取得のための資
金の贈与であること

② 家屋の登記簿上の床面積(区
分所有する床面積)が50㎡以
上240㎡以下であること

③ 贈与を受けた年の翌年3月
15日までに入居するか、その
日以降遅滞なく入居すること

※カッコ内は長期優良住宅（国が認定した住宅）の場合
※認定低炭素住宅（★）も長期優良住宅と同様の控除額

土地・建物を所有している人に毎年かかる税金。床面積（同上）50㎡以上
などの条件を満たせば建物分の税額が新築後５年間（※）、２分の１に軽減される

※3階建て以上の耐火・準耐火住宅の場合

税制監修╱タクトコンサルティング

1％

★認定低炭素住宅の認定制度は2012年度中にスタートする予定

オイコス調べ（注）自己資金の割合などにより金利引き下げ幅が変わる場合があります

金利内容、その他特徴 (注)変動金利
(％)借り入れ先 固定期間選択型（選択できる期間と金利）（％）

1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

1.28％(5年固定金利)

最低2.070(1.760)％～最高3.020(2.710)％フラット35
財形融資 勤務先を通じて申し込める転貸融資の場合。機構財形は1.48％

カッコ内は返済期間20年以下の場合。金融機関によって異なる

A.全期間0.9％引き下げ(2012年12月30日申込、2013年3月29日借入まで)

店.変動金利は変動金利（半年型）タイプの住宅ローン基準金利
A.変動金利は変動金利（半年型）タイプ
B.20～35年固定は借入期間により金利を決定(完済まで固定金利)

A.全期間最大1.4％引き下げ
B.当初最大1.7%、その後再特約時0.4％引き下げ

A.全期間一定金利引き下げ。審査結果により店頭金利から全期間年1.4％～年1.7％引
き下げ（表記は年1.4％引き下げ）
B.当初期間金利引き下げ。固定期間を表記のように引き下げ、その後年1.4％引き下げ
※30年固定は旧住友信託銀行店舗のみ取扱。全期間固定タイプ店頭金利は、25年固定：
年2.60％、30年固定：年2.75％、35年固定：年2.80％(旧中央三井信託銀行店舗のみ取扱)

A.全期間一律店頭表示金利より1.2％引き下げ (取扱期限：2012年9月30日までに
借り入れ申し込みの受付を行った人が対象)
B.3年～20年は当初固定期間金利､25年～35年は全期間固定金利

A.全期間年1.6％引き下げ(自己資金20％未満の人は1.4％引き下げ)  B.当
初特約期間の金利を年2.0％(10年固定は2.2％)引き下げ、特約期間満了後
は固定期間選択型、変動金利型いずれを選択しても年1.2％引き下げ
 ※金融情勢等により内容を変更する場合や取り扱いを中止する場合があ
る  ※金利はいずれも「保証料一括前払い型」の場合

A.完済まで店頭表示金利より年1.4％～最大年1.6％引き下げ(左記金利は店頭表示
金利からの引き下げ幅が年1.4％の場合)※引き下げ幅は審査結果等により決定
B.当初固定期間(5年または10年)を借入時の店頭表示金利より年2.2％引き下げ。
当初固定特約期間が過ぎても、完済までその時点の店頭表示金利より年1.4％引き
下げ。2013年3月29日借入分まで（総融資額が上限に達し次第、取り扱いを終了）

A.全期間1.4％～1.6％引き下げ（2012年9月30日申込まで）   B.当初1.9％引き下げ（同）
※店頭金利のうち固定期間15～35年については超長期固定金利(返済期間と固定期間
が同一。新規購入の場合) 
※金利切り替えや一部繰り上げ返済がインターネットで手続き可能(手数料無料)。3大
疾病保障付住宅ローン、来店せずに手続きできるネット専用住宅ローンあり
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A.全期間年1.5～最大年1.6％引き下げ（左記は自己資金20％以上または他
の金融機関からの借り換えに適用）
＊自己資金20％未満の人の金利引き下げ幅は年1.4～最大年1.6％
B.全期間固定(返済期間と固定期間が同一)

店
A
B
店
A
B
店
A
B
店
A
B
店
A
B
店
A
B
店
A
B
店
A
B

2.475
0.975

---
2.475
1.075 

---
2.475
1.075 

---
2.475
0.875

---
2.475
1.275

---
2.475
1.075

---
2.475
1.075 

---
1.600 
0.980 

---
2.072 
1.172 

---
---
---
---
---
---

2.90 
1.50 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

2.50 
1.50 
---
---
---

2.70 
1.20 
---

3.05 
1.65 
---

3.05 
1.65 
---

3.05 
1.45 
1.05 
---
---
---

3.05 
1.65 
1.25 
---
---
---
---
---
---

1.988 
1.088 

2.80 
1.30 
---

3.15 
1.75 
---

3.15 
1.75 
---

3.15 
1.55 
1.15 
3.10 
1.90 
1.05 
3.15 
1.75 
1.35 
2.65 
1.25 
0.95 
2.50 
1.50 
---

1.993 
1.093 

2.90 
1.40 
---

3.35 
1.95 
---

3.35 
---

1.15 
3.35 
1.75 
1.35 
3.25 
2.05 
1.15 
3.35 
1.95 
1.45 
2.90 
1.50 
1.20 
2.55 
1.55 
---

2.082 
1.182 

3.00 
1.50 
---
---
---
---

3.35 
1.95 
---

3.35 
1.75 
1.35 
3.35 
2.15 
1.35 
---
---
---
---
---
---

2.60 
1.60 
---

2.256 
1.356 

3.15 
1.65 
---

3.65 
2.25 
1.75 
3.65 
---

1.45 
3.65 
2.05 
1.45 
3.55 
2.35 
1.50 
3.65 
2.25 
1.75 
3.10 
1.70 
1.40 
2.60 
1.60 
---

2.568 
1.668 

3.65 
2.15 
2.05 
2.37 
---
---

4.30 
2.90 
---

4.30 
2.70 
2.30 
3.95 
2.75 
1.95 
4.15 
2.75 
2.25 
---
---
---
---
---
---

3.014 
2.114 

3.85 
2.35 
2.25 
2.55 
---
---

4.75 
3.35 
---

4.75 
3.15 
2.75 
4.45 
3.25 
2.35 
4.65 
3.25 
2.45 
4.20 
2.80 
2.50 
---
---

2.10 
3.218 
2.318 

---
---

2.30 
2.63 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

2.65 
---
---
---
---
---
---
---
---

2.20 
3.334 
2.434 

---
---

2.35 
2.63 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

2.70 
4.85 
3.45 
2.65 
---
---
---
---
---

2.30 
3.334 
2.434 

---
---

2.40 
2.63 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

2.70 
---
---
---

4.20 
---

2.50 
---
---

2.35 
3.334 
2.434 

店
A


